
 

少子化対策・子育て施策に係る社会的気運醸成業務提案書作成要領 

 

 

 広島県が実施する「少子化対策・子育て施策に係る社会的気運醸成業務」に関し，プロポーザル参加

者が提案書を作成するために必要な事項は次のとおり。  

 「少子化対策・子育て施策に係る社会的気運醸成業務」の趣旨に沿って提案すること。 

 

１ 提出書類 

（1）提案書 

① 表紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 正本１部、副本７部 

② 企画提案書   ・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

③ 業務実施スタッフ体制図・・・・・・・・・・・・・  〃 

 

（2）少子化対策・子育て施策に係る社会的気運醸成業務委託見積書・・提案書とは別葉で１部 

 

２ 作成要領 

（1）一般事項 

① 用紙は、原則Ａ４版両面使用とすること。ただし、図表等の表現の都合上、用紙を一部変更する

ことは差し支えないものとする。 

② ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。 

③ 審査の公正を期すため、企画提案書の副本７部には、会社名、住所、ロゴマークなど、プロポー

ザル参加者を特定できる表示を付してはならない。なお、業務実施スタッフ体制図などには、プ

ロポーザル参加者名を「当社」と記載すること。 

 

（2）企画提案書 

仕様書及び評価基準を参考の上、次の事項について記載した企画提案書を作成すること。 

ア 実施方針 

本業務実施にあたっての考え方や実施方針のポイント等を記載すること。 

イ 業務内容 

「少子化対策・子育て施策に係る社会的気運醸成業務仕様書」の６に記載する次の業務につい

て、分かりやすく具体的に記載すること。 

   ① こどもまんなか応援サポーター就任宣言の記者発表の場の企画・運営 

・ 少子化対策・子育て施策に市町・県内企業等と協同して取り組むことが広く県民に認知さ

れるよう、事業の趣旨に沿った登壇者等について企画を記載すること。 

    ・ 効果的な取材誘致、事後広報となるような方策及びスケジュールを記載すること。 

   ② 知事との車座会議の開催 

    ・ 開催回ごとに開催場所、参加者属性及びテーマを記載すること。 

    ・ 参加者の募集方法について記載すること。 



 

    ・ 効果的な取材誘致、事後広報となるような方策及びスケジュールを記載すること。 

   ③ 自発的な議論の巻き起こし 

    ・ 本業務の趣旨を踏まえた取組の基本的な考え方を記載すること。 

・ 多くの県民の自発的な議論を巻き起こせる（「自分ごと」として考え、共感し、話題と

なる）ような効果的な企画を記載すること。加えて、こうした議論により発せられる意

見や思いを集めるための手法を記載すること。 

・ 集約した意見を対外的に発信し、さらに自発的な議論につながる手法を記載すること。 

 

ウ 実施体制 

事業実施に要する人員配置や役割分担、関係機関との連携体制について記載すること。 

エ 実績・その他 

 ・ 本業務と同種又は類似の業務実績を記載すること。 

 ・ 本業務に対する提案者の優位性等を記載すること。 

 

（3）業務委託見積書 

ア 広島県知事宛てとすること。 

イ 当業務に係る所要経費を全て見積もること。また、見積もりの根拠となった所要経費の明細を

明らかにすること。金額は、消費税及び地方消費税を含めた金額を記入すること。 

ウ 本業務の実施に要する費用の内訳（項目、数量、単価、金額等）を明らかにした見積書を提出

することとし、「一式」という表現による記載は極力行わないこと。 

エ 企画提案内容との整合を図ること。 


